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独立行政法人産業技術総合研究所 中期目標 

 

平成１７年３月１日 

改正 平成１８年３月２８日 

改正 平成１９年８月６日 

経 済 産 業 省 

 

独立行政法人産業技術総合研究所（以下「産総研」という。）は、旧工業技術院に置

かれていた 15 の国立研究機関及び旧通商産業省に置かれていた計量教習所を統合し、

平成 13 年 4月に公務員型の独立行政法人として発足した。その目的は、鉱工業の科学

技術に関する研究及び開発等の業務を総合的に行うことにより、産業技術の向上及び

その成果の普及を図り、もって経済及び産業の発展並びに鉱物資源及びエネルギーの

安定的かつ効率的な供給の確保に資することである。発足して以降これまでの間、産

総研では統合と独立行政法人化したことによるメリットを活かし、研究所内の資源配

分及び組織構成を研究所全体として最適化することによって、この目的の達成に努め

てきた。 

現下の技術を巡る状況を俯瞰すれば、我が国の経済と産業のより一層の発展を図る

上では従来にない価値を新たに生み出していくことが不可欠であり、そこにおいて技

術の果たす役割がこれまで以上に増大していくことは言をまたない状況にある。中長

期的にも、人類社会の持続的な発展を維持していく上で技術に対する期待は非常に大

きなものとなっている。こうした期待に対応し、内外を問わず研究開発における競争

は活発化するとともに、産業界、学界を問わず研究開発活動はグローバル化し、また、

融合化していくものと考える。 

このような状況において、産総研に課せられた目的と、その目的を達成するために

現に産総研が行ってきている業務の重要性は、従前にも増して高まっている。こうし

た認識の下、第 2 期中期目標期間の開始に向け、産総研に期待される役割を的確に果

たしていくためには、産総研が多様な人材それぞれが持てる能力を最大限発揮し得る

ような研究環境を実現し、研究所全体として研究能力を高めていくとともに、目的達

成に効果的に資する研究分野への研究の重点化を図っていくことが必要である。同時

に、いかに研究成果をあげ、それを普及させるかという観点から、企業、大学といっ

た性格の異なる組織との間で有効な連携を進めていくことも強く求められる。 

こうした基本認識を踏まえ、産総研の目的達成能力を一層高めていく上で、組織形

態という観点からは、産総研は、制度的自由度がより高い非公務員型の独立行政法人

に移行することが適切と考える。このため、移行に必要な法律措置を講じたところで

あり、産総研は平成 17 年 4 月 1 日、第 2 期中期目標期間の開始とともに非公務員型の

独立行政法人へ移行する。第 2 期中期目標期間における産総研では、非公務員型の独

立行政法人として持ち得る能力を最大限発揮し、研究開発の実施にとどまらず、人材

の育成、研究成果の移転、技術情報の発信といった産総研の行うあらゆる活動を通じ、

我が国におけるイノベーションの実現に多大な貢献を果たすことを期待する。 
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Ⅰ．中期目標の期間   

 

産総研の平成 17 年度から始まる第 2 期における中期目標の期間は、5 年（平成        

17 年 4 月～平成 22 年 3 月）とする。 

 

 

Ⅱ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項  

 

第 2 期中期目標期間において産総研は、知識の発見、現象の解明を目指す基礎的な

研究を主として大学が、また、技術を製品として具現化する開発的な研究を民間企業

が担う中にあって、基礎的な研究の成果である個々の知識体系を融合し、社会・経済

ニーズへの適合を図る、いわば基礎的な研究と開発的な研究との間をつなぐ研究を中

核に据えつつ、基礎的な研究及び開発的な研究を非公務員型移行のメリットを最大限

活かして大学及び産業界と連携を図ることにより、各フェーズの連続的な研究の実施

を目指す。こうした研究の実施により、新産業の創出等我が国の産業構造の変革と、

これによる我が国及び世界の持続可能な発展に貢献する。また、経済産業省所管の独

立行政法人として、産業技術政策をはじめとする経済産業政策に貢献するとともに、

我が国の技術革新システムにおいて技術開発のプラットフォーム機能を発揮し、また、

産業界に直接働きかけ得る主体的な組織としての役割を果たすことにより、産総研は、

公的研究機関の改革における先導的モデルとなることを目指す。 

 

１．質の高い研究成果の創出とその活用のために講じる方策

（１）戦略的な研究開発の推進 

（戦略的な研究企画及び研究資源配分の重点化） 

新産業の創出や地域経済の活性化などの産総研に対するニーズを的確に把握し、こ

れを踏まえて研究課題を戦略的に企画した上で、これに沿った研究テーマの重点化と

研究資源の重点的な配分を実施する。また、地域センターにおいては、地域の技術特

性を踏まえた研究からの世界最先端の研究成果の創出を目指すとの観点から、研究テ

ーマの重点化と研究資源の重点的な配分を実施する。 

（技術情報の収集・分析と発信） 

国内外の科学技術の動向に関し、産総研独自の分析能力を高めることにより、技術

情報の蓄積や知識の集積を行い、これを産総研における研究開発の実施に有効に活用

するとともに、広く社会に発信する。 

（研究組織の機動的な見直し） 

社会や産業界及び地域のニーズに対応した研究成果の効率的な創出のため、研究ポ

テンシャル、人材、施設などの研究資源を有効に活用し得るよう、研究組織を、具体

的な研究分野、研究テーマの消長、取捨選択に合わせ、また、定期的に実施している

評価の結果も踏まえ、再編・改廃も含めて機動的に見直す。 
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（国際競争力強化のための国際連携の推進） 

国際競争力のある研究成果の創出と人材の養成を目的に、世界の有力研究機関や研

究者との人材交流、共同研究などの研究交流を実施する。 

（研究成果最大化のための評価制度の確立とその有効活用） 

研究ユニットの評価に際しては、従来のアウトプットを中心とした評価に加え、費

用対効果や実現されたアウトカムといった新たな視点も踏まえた評価制度の見直しを

図り、その評価結果を研究ユニットの見直しや研究資源の配分に有効に反映させる。

また、個人評価については、個々人の業務内容に応じた評価軸を設定するとともに、

その結果を適切に処遇に反映し得るよう人事・給与制度を見直す。 

 

（２）経済産業政策への貢献 

（産業技術政策への貢献） 

産総研が持つ知見を活かして我が国の研究開発プロジェクトを効率的かつ効果的に

推進するなど、産業技術政策の立案、実施に積極的に貢献するため、経済産業省が実

施する技術戦略マップの策定や技術開発プロジェクトへの中核的研究機関としての参

画及びプロジェクト実施に際しての産総研が有する研究インフラの提供などを行う。

また、産業技術の発展に貢献する高いプロジェクトマネジメント能力を有する人材の

育成を行う。 

（中小企業への成果の移転） 

産業の現場を支える中小企業の技術力の向上を図るため、共同研究や受託研究の実

施、技術情報の提供及び地域公設研との連携、協力などを通じ、研究開発に取り組む

中小企業への成果の移転を積極的に行う。 

（地域の中核研究拠点としての貢献） 

産総研の研究成果等を活かして地域経済産業をより一層発展させるため、地域にお

ける研究ニーズの収集やこれに応じた研究成果の移転などの地域連携機能を強化する

とともに、地域の技術特性を踏まえた産業クラスター計画への参画等を通じ、地域社

会における産業技術研究を推進する中核研究拠点としての役割を果たす。 

（工業標準化への取り組み） 

社会からの要請の高い各種の工業標準等の確立に向け、第 2 期中期目標期間中には、

国際提案も含めた 40 以上の標準化の素案を作成するなど積極的な貢献を行う。 

 

（３）成果の社会への発信と普及 

（研究成果の提供） 

知的財産権の実施許諾、共同研究や技術研修の実施、外部研究員の受け入れ、産総

研研究員の外部派遣などの多様な方法を組み合わせることにより、産総研の創出した

研究成果の社会への最大限の普及を目指す。また、論文などの学術的な成果について

も、研究活動の遂行により得られた科学的、技術的な知見などを広く社会に公表する

ことによって産業界、学界での科学技術に関する活動に貢献するとの観点から、積極

的に発信する。 
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（研究成果の適正な管理） 

産総研の研究活動や外部機関との共同研究等によって得られた産総研の研究成果に

ついては、産総研の重要な経営財産であるとの認識の下、人材の交流や産学官の連携

等を円滑に推進するとの観点から、これを適正に管理する。 

（広報機能の強化） 

産総研の活動や研究成果等が専門家だけでなく広く一般の国民にも理解されるよう、

分かりやすい広報の実現を図る。また、国際展開を含めた広報活動関連施策を見直す

ことにより、海外における産総研の認知度の向上を目指す。 

（知的財産の活用促進） 

知的財産権の適切な確保と、確保した知的財産権の有効活用により、産総研の成果

の社会への移転を推進するため、産総研の知的財産権関連施策を見直す。 

 

（４）技術経営力の強化に寄与する人材の育成 

（研究開発を通じた技術経営力の強化に寄与する人材の育成等） 

幅広い研究分野について基礎から製品化に至る双方向かつ融合的な研究を行う産総

研の特長を活かし、研究開発の現場において、研究に参加する企業等の研究者等を技

術経営力の強化に寄与する人材に育成し、企業の現場における活用を促進するなど、

技術経営力の強化に寄与する人材の養成、その資質の向上、及びその活用の促進に関

する取組を積極的に推進する。 

 

（５）非公務員型移行のメリットを最大限活かした連携の促進 

（産業界との連携） 

質の高い産業技術シーズの創出と、その社会への迅速かつ確実な移転を図るために、

非公務員型への移行のメリットを最大限活かし、産業界との多様な形態の連携を積極

的に推進する。 

（学界との連携） 

多様で優れた研究成果の創出と世界に通用する研究人材の育成を目的に、基礎研究

分野に相対的な強みを有し研究体制も産総研とは大きく異なる大学等との連携を強力

に推進する。 

（人材の交流と育成） 

非公務員型への移行により構築が可能となる柔軟な人事制度を活用し、職員の能力

向上と技術革新を担う人材の育成を目的に、産業界や学界等との人材交流を積極的に

行う。また、その一環として、産業界からの出向受入れと産総研から産業界への出向

を新たに開始する。 

（弾力的な兼業制度の構築） 

産総研の研究成果の外部への移転を円滑に行うため、非公務員型への移行のメリッ

トを最大限活かした柔軟な兼業制度を構築する。 
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２．研究開発の計画 

 

（鉱工業の科学技術） 

【別表１】 

（地質の調査） 

【別表２】 

（計量の標準） 

【別表３】 

 

３．情報の公開 

公正で民主的な法人運営を実現し、法人に対する国民の信頼を確保するという観点

から、情報の公開及び個人情報保護に適正に対応する。 

 

４．その他の業務 

（特許生物の寄託業務） 

特許生物の寄託制度の運営に関わることによる産業界への貢献を目的に、特許庁か

らの委託による特許生物株の寄託・分譲の業務を適切かつ円滑に遂行する。 

（独立行政法人製品評価技術基盤機構との共同事業） 

独立行政法人製品評価技術基盤機構との標準化関係業務等に関する共同事業を適切

に行う。 

 

 

Ⅲ．業務運営の効率化に関する事項  

 

１．研究活動を支援する業務の高度化 

（経営機能の強化） 

産総研に対するニーズに沿った研究を効率的に実施し、その成果の最大限の普及を

図るという産総研のパフォーマンスの一層の向上の観点から、経営機能の強化を図る。

また、組織の社会的責任を果たすとの観点から、法令遵守体制を一層強化する。 

（研究支援業務の効率的な推進） 

研究支援業務に関し、業務フローの見直しを図るとともに、旅費、給与関連等の業

務のアウトソーシングなどを通じた業務量の節減を行い、研究実施部門も含めた組織

運営の一層の効率化を実現する。また、研究支援業務の実施部門に対する評価制度を

業務の特性を踏まえ見直すとともに、評価結果を業務運営に反映させることにより、

一層の効率化を図る。 

（研究支援組織体制の最適化） 

業務効率化の観点から、研究支援組織体制の不断の見直しを行い、その最適化を図

る。また、産総研の全職員に対する管理部門の職員の比率を、職員配置の適正な集中

と分散を通じ、特に地域センターを中心に引き続き低減させる。 
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（業務の電子化の推進） 

業務の電子処理システムを高度化することにより、研究支援業務の効率化を進める。

システムの構築に当たっては、経済産業省電子政府構築計画に基づき、業務の最適化

計画を作成するとともに、情報セキュリティの強化と利用者への情報提供等の利便性

の向上を図る。 

（施設の効率的な整備） 

安全で効率的な研究環境を提供するため、アウトソーシングなどを活用しつつ、適

切に自主営繕事業を推進し、施設の効率的な整備を図る。 

 

２．職員の能力を最大化するために講じる方策 

（１）柔軟な人事制度の確立 

（優秀かつ多様な人材の確保） 

非公務員型の独立行政法人への移行を踏まえ、従来の国家公務員の採用方式によら

ない柔軟な採用制度を構築し、国内外から優秀かつ多様な人材を確保する。また、女

性に働きやすい職場環境の提供を行い、女性職員の採用に積極的に取り組む。 

（多様なキャリアパスの確立） 

職員の適性と能力にあわせた多様なキャリアパスを設定し、様々な能力を有する人

材の効果的な活用を図る。 

（非公務員型移行を活かした人材交流の促進） 

外部人材との交流を通じた競争的な環境の中での研究水準の向上及び研究成果の産

業界への円滑な移転を目的に、産業界や学界からの人材の受け入れ及び兼業も含む産

総研からの人材の派遣等の人材交流を促進する。 

 

（２）職員の意欲向上と能力開発 

（高い専門性と見識を有する人材の育成） 

各種の研修等の能力開発制度の充実を図り、求められる業務について高い専門性と

見識とを有する人材の育成に努める。 

（個人評価制度の効果的活用と評価の反映） 

個人の業績を多様な観点から評価し、職員の勤労意欲の向上を図る。その際には、

評価結果に応じて査定を受ける業績手当の給与総額に占める比率を増加させるなど、

給与制度に関しても職員個々の業績に応じた処遇の実現との観点から、必要な見直し

を図る。 

 

３．環境・安全マネジメント 

（安全衛生の向上） 

事故及び災害の未然防止等の安全確保策を推進するとともに、併せて、職員の健康

を増進することにより、快適な職場環境造りに積極的に取り組む。 

（省エネルギーの推進と環境への配慮） 

研究活動にともなう環境影響に配慮するとともに、環境負荷低減に向けたエネルギ
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ーの有効利用の促進に引き続き積極的に取り組む。 

 

４．業務運営全体での効率化 

運営費交付金を充当して行う事業については、新規に追加されるもの、拡充分等は

除外した上で、一般管理費について第 2 期中期目標期間中、毎年度、平均で前年度比

3％以上の削減を達成する。 

一般管理費を除いた業務経費については第 2 期中期目標期間中、毎年度、平均で前

年度比 1％以上の効率化を達成する。 

人件費については、行政改革の重要方針（平成１７年１２月２４日閣議決定）に基

づき、国家公務員の定員の純減目標（今後 5 年間で 5％以上の純減）及び給与構造改

革を踏まえ、国家公務員に準じた人件費の削減の取組を行う。 

 

 

Ⅳ．財務内容の改善に関する事項  

 

運営費交付金を充当して行う事業については、「Ⅲ．業務運営の効率化に関する事項」

で定めた事項に配慮した中期計画の予算を作成し、当該予算による運営を行う。 

また、積極的に外部資金の増加に努め、総予算に対する固定的経費の割合の縮減等

の経営努力を行う。 

 

（自己収入の増加） 

外部資金等の自己収入の増加にこれまで以上に努める。 

（固定的経費の割合の縮減） 

大型機器の共通化、管理業務等の効率化を図ることなどにより、固定的経費の割合

を縮減する。 

 

 

Ⅴ．その他業務運営に関する重要事項  

 

１．施設及び設備に関する計画 

良好な研究環境を維持するため、長期的な展望に基づき、老朽化対策を含め、業務

の実施に必要な施設及び設備の計画的な整備に努める。 

 

２．人事に関する計画 

非公務員型への移行のメリットを最大限活用し、多様な人材の採用及び活用を図る

ために、任期付き任用制度の見直しを行う。また、管理業務に関わる支出額（人件費

を含む）の総事業費に対する割合を抑制する。 
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別表１ 鉱工業の科学技術 

 

 

Ⅰ.健康長寿を達成し質の高い生活を実現する研究開発 

 

我が国が高齢化社会に進んでいく中で、国民が将来とも健康で質の高い生活を維持、 

向上していくための予防医療、早期診断等の医療技術がこれまで以上に求められてい 

る。これを実現するために、ポストゲノム時代におけるバイオテクノロジーを活用し 

た新しい健康関連産業の創出のための研究開発、画像診断技術や細胞工学技術などを 

活用した診断・治療関連技術の研究開発及び環境負荷の低減にも資する新規生物機能 

の探索とそれを活用したバイオプロセス技術に関する研究開発を実施する。 

 

１．早期診断技術の開発による予防医療の促進とゲノム情報に基づいたテーラーメイ

ド医療の実現 

予防医療の実現を促進するため、疾患特異的バイオマーカーの探索技術や検知技術

などの早期診断や創薬に資する基盤技術の研究開発を実施する。また、バイオインフ

ォマティクス技術を発展させ、テーラーメイド医療への応用を目指した研究開発を実

施する。 

 

１－（１）ヒトゲノム情報と生体情報に基づく早期診断により予防医療を実現するた

めの基盤技術の開発 

疾患等特定の生体反応に関与する遺伝子及びタンパク質等の生体分子の網羅的な解

析によってバイオマーカーの探索と同定を行い、これらマーカー分子の検出・評価技

術を基盤とする早期診断・予防医療技術に関する研究開発を実施する。 

 

１－（２）テーラーメイド医療の実現を目指した創薬支援技術の開発 

薬の効き易さの個人差など、個々人の特質を考慮したテーラーメイド医療を実現す

るため、ゲノム情報の迅速な解析に基づく創薬・診断支援技術に関する研究開発を実

施する。 

 

２． 精密診断及び再生医療による安全かつ効果的な医療の実現 

安全かつ効果的な医療の実現に向け、生体を分子レベルでイメージングする精密診

断・治療技術及び組織再生や人工臓器等の機能代替技術に関する研究開発を実施する。 

 

２－（１）高度診断及び治療支援機器技術の開発 

迅速で正確な検査診断システム及び低侵襲の治療システムの実現に向けた生体の分

子レベルでのイメージング技術に関する研究開発及び安全かつ効果的な医療の実現に

向けた手術訓練の支援システムに関する研究開発を実施する。 
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２－（２）喪失機能の再生及び代替技術の開発 

喪失した身体機能を生体組織レベルで再生、代替する再生医療技術及び長期生体適

合性を有する人工臓器技術に関する研究開発を実施する。 

 

３．人間機能の評価とその回復を図ることによる健康寿命の延伸 

社会の高齢化が進展する中で健康で質の高い生活の実現に資するため、脳機能、認

知行動特性及び身体調節系特性等を客観的に評価する技術を確立するとともに、低下

した身体機能の回復及び健康増進等に関する技術の研究開発を実施する。 

 

３－（１）脳機能障害の評価及び補償技術の開発 

脳損傷患者の治療効果を高めるため、脳機能の評価技術を開発するとともに評価結

果に基づいた効果的な治療方法やリハビリ手法に関する研究開発を実施する。また、

事故及び疾患等による機能欠損を補うための脳機能補償技術に関する研究開発を実施

する。 

 

３－（２）身体機能の計測・評価技術の開発 

運動動作や循環器機能等に関する計測及びその相互関係の総合的評価技術に関する

研究開発を実施する。また、生活習慣病の予防に向け、動作調節系及び循環調節系の

機能改善の支援に関する研究開発を実施する。 

 

３－（３）認知行動特性の計測・評価及び生活支援技術の開発 

個々の人間特性に適合した安全・安心な生活環境の実現に向け、認知行動特性の計

測技術及びその特性の解明技術を開発する。また、日常生活での安全確保等の支援技

術の研究開発を実施する。 

 

４．生物機能を活用した生産プロセスの開発による効率的なバイオ製品の生産 

新規有用生物や遺伝子資源の効率的探索及び生物機能を活用した有用物質の生産に

関する技術の研究開発を実施する。 

 

４－（１）新規な遺伝子資源の探索 

バイオプロセスの高度化や新規高付加価値製品の開発に利用可能な微生物及び遺伝

子の効率的な探索技術の研究開発を実施する。 

 

４－（２）高効率バイオプロセス技術の開発 

バイオプロセスにより、有用物質を低コスト、高効率かつ高純度で生産するための

技術の研究開発を実施する。 
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４－（３）遺伝子組み換え植物を利用した物質生産プロセスの開発 

遺伝子組換え植物を用い、生理活性物質等を効率的に生産する技術の研究開発を実施

する。 

 

４－（４）天然物由来の機能性食品素材の開発 

生理活性をもつ天然物を探索し、その構造と機能の解析を行うことにより、これら

天然物を機能性食品に利用する技術の研究開発を実施する。 

 

５． 医療機器開発の実用化促進とバイオ産業の競争力強化のための基盤整備 

新しい医療機器の開発に関する技術評価ガイドライン策定に貢献し、優れた医療機

器の開発と実用化を促進するとともに、福祉に関連した製品の規格体系を整備する。

また、我が国のバイオ産業の競争力強化を図るため、技術融合によるバイオテクノロ

ジー関連計測技術に関する研究開発を実施するとともにその標準化を進める。 

 

５－（１）医療機器開発の促進と高齢社会に対応した知的基盤の整備 

医療機器の技術評価ガイドライン作成に資するため、機器の評価に関する基盤研究

を実施する。また、高齢者･障害者に配慮した設計指針の国際及び国内規格制定に向け

て、感覚・動作運動・認知分野を中心とした関連規格を体系的に整備する。 

 

５－（２）バイオ・情報・ナノテクノロジーを融合した計測・解析機器の開発 

バイオテクノロジーと情報技術及びナノテクノロジーの融合により新たな分析機

器を開発する。また、これを用いて細胞の情報を迅速かつ網羅的に計測し解析する技

術に関する研究開発を実施する。 

 

５－（３）生体分子の計測技術に関する国際標準化への貢献 

DNA、タンパク質及び酵素等のバイオテクノロジーの共通基盤となる生体分子の計測

技術に関する研究開発を実施し、その国際標準化を目指す。 

 

５－（４）環境中微生物等の高精度・高感度モニタリング技術の開発 

遺伝子組換え生物が環境に与える影響を評価するため、環境中の特定の微生物や遺

伝子を対象とした高精度・高感度モニタリング技術の研究開発を実施する。また、生

活環境中の有害物質の評価及び管理技術の研究開発を実施する。 
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Ⅱ．知的で安全・安心な生活を実現するための高度情報サービスを創出する研究開発 

 

情報サービスや情報機器の高度化による情報化社会への進展の中で、産業活動や社 

会生活における情報サービス提供の利便性向上、提供される情報サービスを安全かつ 

安心して利用できる社会の実現が求められている。このため、知的資源のネットワー 

ク化と情報の質や価値を高めるための大容量データサービス技術の研究、ロボットと 

情報家電を始めとする生活創造型サービス創出に向けた研究及び情報のセキュリティ、

信頼性、生産性を向上する情報通信の基盤技術に関する研究開発を実施する。また、 

新たな情報産業の創出に向けた技術の研究開発を実施する。 

 

１．知的活動の飛躍的向上を実現するための情報サービスの創出 

人間の知的活動の飛躍的な高度化を目指し、多様なユーザ毎に必要な情報を抽出す

る技術やネットワークを介した地球規模での知識の蓄積及び高度利用技術の研究開発

を実施する。さらに、人間及び社会から得られる情報をデジタル化して有効利用する

技術の研究開発を実施する。 

 

１－（１）意味内容に基づく情報処理を用いた知的活動支援技術の開発 

加速度的に増大する情報の中から必要な情報を効率よく得るために、あらゆるデー

タをその意味内容に基づいて構造化して取り扱うための技術及びそれを利用して知的

活動を支援する技術の研究開発を実施する。 

 

１－（２）グローバルな意味情報サービスを実現する技術の開発 

地球規模で蓄積された知識の自由で容易な利用を可能とするため、多くの情報シス

テム上で動作する情報処理ソフトウェアを効率的に作成するとともに、その動作安定

性を向上させる情報技術の研究開発を実施する。 

 

１－（３）人間に関わる情報のデジタル化とその活用技術の開発 

人間の身体機能及び行動等に関する情報をはじめとして、社会・生活環境から得ら

れる大規模な情報をデジタル情報として蓄積し、それに基づいた分析・予測によって、

個人から社会全体までを対象とした行動の意志決定支援などを実現する情報処理技術

の研究開発を実施する。 

 

２．ロボットと情報家電をコアとした生活創造型サービスの創出 

誰もが IT を活用した創造的な生活の実現を目指し、ロボットや情報家電が人間の生

活空間にとけ込み、使っていることを意識させない自然なインターフェースを通じて、

個々の生活状況に応じた支援サービスを創出するための研究開発を実施する。 

 

２－（１）人間と物理的・心理的に共存・協調するロボット技術の開発 

人間と共存・協調して人間の活動を支援するロボットの実現を目指し、それに必要

となる要素技術として、移動や作業機能だけでなく、案内、運搬、見守り、補助等の
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機能の実施に際しての安全性の確保及びシステム全体の統合的動作に関する技術の研

究開発を実施する。 

 

２－（２）情報家電と人間の双方向インタラクションを実現するインターフェース技 

術の開発 

多様で高機能な情報家電の実現を目指し、ユビキタス情報ネットワークと人や環境

との接点となるディスプレイ及びセンサ等の入出力デバイスの性能向上に関する技術

の研究開発を実施する。また、誰もが情報家電を容易に使いこなすためのユーザイン

ターフェース技術の研究開発を実施する。 

 

２－（３）電子機器を高機能化・低消費電力化するデバイス技術の開発 

ユビキタス情報社会を支えるモバイル情報機器及びロボットに搭載される CPU や入

出力デバイスの長時間使用及び多機能化を目指し、2010 年以降の LSI 微細化ロードマ

ップに対応する超高集積・超高速・超低消費電力デバイス技術の研究開発を実施する。 

 

３．信頼性の高い情報基盤技術の開発による安全で安心な生活の実現 

 社会のライフラインである情報通信ネットワークの信頼性を確立するため、情報セ

キュリティ技術、ソフトウェア検証技術及び大容量情報の高速通信・蓄積技術に関す

る研究開発を実施する。 

 

３－（１）情報セキュリティ技術の開発 

不正行為にも安全に対処でき、誰もが安心して利便性を享受できる IT 社会を実現す

るために、情報漏洩対策やプライバシー保護などを目的とした暗号、認証、アクセス

制御などの情報セキュリティ技術及びそこで用いられる運用技術の研究開発を実施す

る。 

 

３－（２）ソフトウェアの信頼性・生産性を向上する技術の開発 

情報処理システムソフトウェアの不具合を効率的に検出するなど、利用者が安心し

て安全に使用できる信頼性の高いソフトウェアの開発生産性を向上させる技術の研究

開発を実施する。 

 

３－（３）大容量情報の高速通信・蓄積技術の開発 

通信ネットワーク上の情報量の高速大容量化に向けて、光デバイス技術や光信号処

理技術などの高速通信技術と、大容量光ディスク技術に関する研究開発を実施する。 

 

３－（４）自然災害予測のための情報支援技術の開発 

自然災害の予測及び災害被害の軽減を目的に、多様な地球観測データを統合すると

ともに、大規模シミュレーションを行うための情報処理支援システム技術の研究開発

を実施する。 
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４．次世代情報産業を創出するためのフロンティア技術の開発 

次世代の情報産業創出の核となる技術を産み出すために、従来とは異なる動作原理

に基づく情報処理デバイス技術及びバイオ分野への IT の新たな応用技術などに関す

る研究開発を実施する。 

 

４－（１）電子・光フロンティア技術の開発 

コンピュータ性能を革新するための新機能材料等を利用した電子・光デバイス技術

及び光情報処理によるバイオ・医用計測技術の研究開発を実施する。 

 

４－（２）超伝導現象に基づく次世代電子計測・標準技術の開発 

超伝導現象を利用することにより、高精度かつ低雑音を実現する電子計測技術の研

究開発を実施する。 

 

 

Ⅲ．産業競争力向上と環境負荷低減を実現するための材料・部材・製造プロセス技術 

の研究開発 

 

地球温暖化防止等の国際的な環境意識の高まりの中で、我が国の産業競争力の源泉 

であるものづくり産業の競争力を環境と調和させながら強化していくことが求められ 

ている。これを実現するため、我が国の産業競争力の中核である製造分野の強化を図 

るためのナノテクノロジーによる先端ものづくり産業の創出につながる研究、情報通 

信、環境、医療等の産業に革新的な進歩をもたらすナノテクノロジーの基盤技術研究 

及び環境負荷低減化のための機能性材料に関する研究開発を実施する。 

 

１．低環境負荷型の革新的ものづくり技術の実現 

省資源・省エネルギー型ものづくり産業の創出を目指し、電子機器の高密度基板実

装、高集積化学センサ等、高機能・高付加価値を最小限の原料とエネルギーの投入で

実現する革新的ものづくり技術の研究開発を実施する。 

 

１－（１）省資源と高機能化を実現する製造プロセス技術の開発 

材料資源をリサイクルも含め有効利用することにより原材料の投入と廃棄物の発生

を最小限に抑え、また、多品種少量生産及び製品機能の仕様変更への容易な対応が可

能な製造プロセス技術に関する研究開発を実施する。 

 

１－（２）省エネルギー型製造プロセス技術の開発 

従来と比較して著しい低温若しくは小型装置により製造・加工を行うことで実現さ

れる省エネルギー型製造プロセス技術の研究開発を実施する。 
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２．ナノ現象に基づく高機能発現を利用したデバイス技術の創出 

分子及び超微粒子等の相互作用による自己組織化プロセスに基づくナノスケールデ

バイスの製造技術及びナノシミュレーション技術等に関する研究開発を実施する。 

 

２－（１）ナノ構造を作り出す自己組織化制御技術の開発 

ナノスケールの特異な物性を利用して機能的ナノ構造を作り出すための理論的基盤

を構築するとともに、自己組織的な構造形成及び機能発現の制御により飛躍的な省エ

ネルギー・省資源を実現するナノ材料、ナノデバイス及びナノ製造プロセス技術に関

する研究開発を実施する。 

 

２－（２）ナノスケールデバイスを構成する微小部品の作製及び操作技術の開発 

ナノチューブ、有機半導体分子等の機能性ナノ材料を微小部品として利用するため、

ナノ材料の作製・操作技術の研究開発を実施する。また、分子デバイス、磁性半導体

デバイス等のナノ構造デバイスを実現するために必要な超微細加工技術の研究開発を

実施する。 

 

２－（３）飛躍的性能向上をもたらす新機能材料及びそのデバイス化技術の開発 

スイッチング及び発光等の機能の飛躍的向上が期待される新材料の作製及びそのデ

バイス化技術の研究開発を実施する。 

 

２－（４）ナノ現象解明のためのシミュレーション技術の開発 

ナノスケールデバイスの動作原理を解明するため、ナノ物質の構造・物性・反応や

ナノ現象の解析・予測を行う基盤的シミュレーション理論及びナノスケールデバイス

の設計・作製を支援する統合的なナノデバイスシミュレーション技術の研究開発を実

施する。 

 

３．機能部材の開発による輸送機器及び住環境から発生するCO2の削減 

自動車等の輸送機器のエネルギー消費の大きな要因となっている車体重量の軽量化

を目指し、軽量合金部材の研究開発を実施する。また、住宅におけるエネルギー消費

の削減に有効な断熱及び調湿機能を持つ建築部材に関する研究開発を実施する。 

 

３－（１）耐熱特性を付与した軽量合金部材の開発 

エンジン等への使用を可能とする耐熱性に優れた軽量合金の鋳鍛造部材に関する研

究開発を実施する。 

 

３－（２）軽量合金材料の大型化と冷間塑性加工を可能とする部材化技術の開発 

自動車等の輸送機器の軽量化に向け、軽量合金を大型構造部材として実用化するた

めに必要となる冷間塑性加工による薄板材製造技術及び低コストな素形材生産技術の

研究開発を実施する。 
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３－（３）快適性及び省エネルギー性を両立させる高機能建築部材の開発 

居住者の快適性を確保しつつ省エネルギー化を実現するために、窓、壁及び屋根等

の高断熱及び調湿等の機能を持つ建築部材並びにそれらの低コスト化技術の研究開発

を実施する。 

 

４．ものづくりを支援するナノテク・材料共通基盤の整備 

 国内のものづくり産業の国際競争力強化を支援するため、ナノテクノロジー・材料・

製造に関する技術の研究開発力の強化に必要な共通技術基盤としてのインフラを整備

する。 

 

４－（１）先端計測及びデータベース等の共通基盤技術の開発 

先端技術のものづくり産業への円滑な導入を図るため、共通に必要となる機能性部

材の作製、加工、計測、分析及び評価のための技術を開発する。また、産業界及び大

学の利用が可能となる加工技術等のデータベース等の整備と運用を行う。ほか、ナノ

テクノロジーの社会的意義と技術に内在するリスクに関し調査・研究を行う。 

 

４－（２）先端微細加工用共用設備の整備と公開運用 

産業界及び大学の外部研究者及び技術者の利用が可能な最先端微細加工用の共同利

用施設を整備する。 

 

５．ナノテクノロジーの応用範囲の拡大のための横断的研究の推進 

機能性部材の作製、加工、計測、分析及び評価の基盤技術を医療等へ応用展開する

ため、横断的研究を推進する。 

 

５－（１）バイオテクノロジーとの融合による新たな技術分野の開拓 

ナノ材料の化学特性を利用したドラッグデリバリシステム等ナノテクノロジーとバ

イオテクノロジーの融合技術の研究開発を実施する。 

 

 

Ⅳ．環境・エネルギー問題を克服し豊かで快適な生活を実現するための研究開発 

 

環境・エネルギー問題を克服し豊かで快適な生活を将来とも実現していくため、産 

業活動や社会生活の環境への負荷を低減するとともに、これらの活動や生活の源にな 

るエネルギーの需要や供給をCO2  の排出量を削減しながら安定的かつ効率的なものと 

していくことが求められている。このため、我が国における産業活動に伴い発生する 

環境負荷の低減を目的として、環境評価・保全技術、環境に調和した国土の有効利用 

及び化学産業の環境負荷低減技術に関する研究開発を実施する。また、CO2  排出量の 

削減及びエネルギーの安定供給確保を目的として、再生可能エネルギー、燃料電池等 

の分散エネルギー源とそのネットワーク化技術及び産業・運輸・民生部門の省エネル 

ギー技術に関する研究開発を実施する。 
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１．環境予測･評価･保全技術の融合による環境対策の最適解の提供 

種々の環境変化に対応した環境対策の最適解の提案を目指し、環境計測、リスク評

価、環境負荷評価及び環境浄化・修復・保全に関する技術の統合的な研究開発を実施

する。 

 

１－（１）化学物質の最適なリスク管理を実現するマルチプルリスク評価手法の開発 

社会、行政及び産業のニーズに対応し、30 種類以上の化学物質に関する詳細なリス

ク評価を実施する。また、代替物質や新技術による生産物等の評価手法及び複雑なリ

スクの相互依存関係に対応できる多面的なリスク評価手法に関する研究開発を実施す

る。 

 

１－（２）生産・消費活動の最適解を提案するライフサイクルアセスメント技術の開 

発 

生産と消費に係わる諸活動の環境、経済及び社会への影響を統合的に評価するライ

フサイクルアセスメント技術に関する研究開発を実施するとともに、その結果の普及

と利用を推進する。 

 

１－（３）環境問題の発生を未然に防止する診断・予測技術の開発 

環境汚染を早期に発見し、汚染の拡大を防止するとともに、環境浄化・修復の効果

を評価するため、環境負荷物質の極微量検出を可能とする計測技術の研究開発を実施

する。また、CO2等の産業活動に起因する温暖化関連物質の排出源対策技術の評価に関

する研究開発を実施する。 

 

１－（４）有害化学物質リスク対策技術の開発 

汚染された大気・水・土壌の浄化、修復及び保全を目指し、揮発性有機化合物(VOC)、

難分解性化学物質及び重金属等の汚染物質の処理技術に関する研究開発を実施する。

また、廃棄物の集中する都市域における最終処分量の削減と資源循環の適正化に有効

なリサイクル技術に関する研究開発を実施する。 

 

２．地圏・水圏循環システムの理解に基づく国土の有効利用の実現 

自然と経済活動の共生を目指した地下深部の利用に向け、地圏における水の循環シ

ステムを解明するとともに、低環境負荷資源開発、土壌汚染リスクの評価と修復、地

層処分及びCO2地中固定に関する研究開発を実施する。 

 

２－（１）地圏における流体モデリング技術の開発 

地球環境に配慮した地下深部の利用を実現するため、地圏内部に含まれる流体の挙

動に関するモニタリング及びシミュレーション等の技術の研究開発を実施する。また、

低環境負荷資源開発に関する研究開発、土壌汚染リスクの評価及び地層処分に関する

環境評価を実施する。 
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２－（２）CO2地中貯留に関するモニタリング技術及び評価技術の開発 

大気中のCO2濃度を削減することを目的として、地中の帯水層にCO2を固定するCO2地

中貯留システムの実現に向け、CO2の挙動に関するモニタリング技術及び帯水層のCO2

貯留可能ポテンシャル評価に関する研究開発を実施する。 

 

２－（３）沿岸域の環境評価技術の開発 

 都市沿岸域において海水流動や水質・底質の調査を行い、産業活動や人間生活に起

因する環境負荷物質の評価技術の高度化を図る。 

 

３．エネルギー技術及び高効率資源利用による低環境負荷型化学産業の創出 

化学製造プロセスにおける環境負荷の低減を目指し、バイオマスを原料とする化学

製品の製造技術の研究開発を実施する。また、副生廃棄物の極小化を実現する化学反

応システム技術、気体分離膜を利用した省エネルギー型気体製造プロセス技術に関す

る研究開発を実施する。 

 

３－（１）バイオマスを原料とする化学製品の製造技術の開発 

バイオマスの化学製品原料としての長期的な利用の拡大を目指し、高性能かつ高機

能なバイオマスベース化学製品の製造技術及び低品位バイオ生産物からの基礎化学品

の生産プロセス技術に関する研究開発を実施する。 

 

３－（２）副生廃棄物の極小化を実現する化学反応システム技術の開発 

高付加価値ファインケミカルズ製造のための高選択性反応技術の研究開発を実施す

る。また、製造時における環境負荷が大きい高機能化学製品の製造プロセスにおいて、

廃棄物の発生を極小化することにより環境負荷を低減する技術に関した研究開発を実

施する。 

 

３－（３）気体分離膜を利用した省エネルギー型気体製造プロセス技術の開発 

燃料電池の燃料として需要拡大が見込める水素等を、省エネルギーかつ安価に供給

するプロセスを実現するため、水素や酸素等の高性能な気体分離膜及びその利用シス

テムに関する研究開発を実施する。 

 

４．分散型エネルギーネットワーク技術の開発によるCO2排出量の削減とエネルギー 

自給率の向上 

CO2の削減とエネルギー自給率の向上を可能とする電力の低コストかつ安定的な供

給の実現を目指し、太陽エネルギー、水素エネルギー及び燃料電池等の分散型エネル

ギー源並びに分散型エネルギーネットワークの運用技術に関する研究開発を実施する。 
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４－（１）分散型エネルギーの効率的な運用技術の開発 

個々の分散型エネルギー源をネットワーク化されたシステムとして機能させるため、

高効率エネルギー管理技術、電気・熱・化学エネルギーの統合運用技術及びモバイル

機器等への応用可能な可搬型エネルギー源技術に関する研究開発を実施する。 

 

４－（２）小型高性能燃料電池の開発 

小型高性能燃料電池の普及促進に向け、固体高分子形燃料電池の信頼性向上、電解

質・電極触媒の革新的性能向上及び低価格化のための技術に関する研究開発を実施す

る。また、固体酸化物形燃料電池に関し、性能評価技術及び規格・標準化技術の研究

開発を実施する。 

 

４－（３）太陽光発電の大量導入を促進するための技術開発 

再生可能エネルギーである太陽エネルギーの大量導入を促進するために、薄膜シリ

コン系多接合太陽電池の開発など、太陽光発電の高効率化・低コスト化技術に関する

研究開発を実施する。 

 

４－（４）水素エネルギー利用基盤技術と化石燃料のクリーン化技術の開発 

水素エネルギーの利用に際しての安全性の確保を図るため、その製造、貯蔵及び輸

送技術の研究開発を実施する。また、炭化水素系資源から水素、メタン及び新合成燃

料等のクリーン燃料を製造し、利用する技術の研究開発を実施する。 

 

５．バイオマスエネルギーの開発による地球温暖化防止への貢献 

バイオマスの利用により地球温暖化防止へ貢献するため、木質系バイオマスからの

液体燃料製造技術及び最適なバイオマス利用に向けての評価技術に関する研究開発を

実施する。 

 

５－（１）木質系バイオマスからの液体燃料製造技術の開発 

大気中のCO2濃度を低レベルで安定化させるために、特にCO2固定効果の大きな木質

系バイオマスを原料として、運輸用液体燃料などを高効率・低環境負荷で製造するエ

ネルギー転換技術に関する研究開発を実施する。 

 

５－（２）バイオマス利用最適化のための環境・エネルギー評価技術の開発 

アジアに大量に賦存するバイオマス資源の利用を推進し、その市場への導入を図る

ため、経済価値の高い素材から経済価値の低いエネルギーに至るまでバイオマスの総

合的な利用を推進する技術の研究開発を実施する。 

 

６．省エネルギー技術開発によるCO2排出の抑制 

CO2の排出抑制のため、省電力型パワーデバイスの開発及び分散型エネルギーネット

ワークの構築など、エネルギー供給における省エネルギー化を実現する技術の研究開 
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発を実施する。また、エネルギー消費の大きい化学産業におけるエネルギー消費の低

減をはじめ、輸送機器の軽量化及び情報通信機器の省電力化など、製品の製造及び利

用の両面において省エネルギー化を実現する研究開発を実施する。 

 

６－（１）省電力型パワーデバイスの開発 

民生及び運輸部門の省エネルギー化を目指し、材料・デバイス技術の統合によるパ

ワーデバイスの高パワー密度化、低コスト化及び汎用化のための基盤技術を確立し、

エネルギー損失を大幅に低減するパワーデバイスの研究開発を実施する。 

 

６－（２）省エネルギー化学プロセス技術及び環境浄化技術の開発 

化学プロセスの省エネルギー化を実現するための熱交換技術、蒸留技術及び反応技

術の研究開発を実施する。また、環境浄化及びリサイクルの実施に際しての投入エネ

ルギーの低減を図るため、省エネルギー型の水処理技術及び金属再生技術に関する研

究開発を実施する。 

 

６－（３）分散型エネルギーネットワークにおける省エネルギーシステムの開発 

個々の分散型エネルギー源をネットワーク化されたシステムとして機能させるため、

高効率エネルギー管理技術、電気・熱・化学エネルギーの統合運用技術に関する研究

開発を実施する。 （Ⅳ．４－（１）を一部再掲） 

 

６－（４）輸送機器及び住居から発生するCO2の削減のための機能部材の開発 

自動車等の輸送機器のエネルギー消費の大きな要因となっている車体重量の軽量化

を目指し、軽量合金部材の研究開発を実施する。また、住宅におけるエネルギー消費

の削減に有効な断熱及び調湿機能を持つ建築部材に関する研究開発を実施する。 （Ⅲ．

３を再掲） 

 

６－（５）電子機器を低消費電力化するデバイス技術の開発 

ユビキタス情報社会を支えるモバイル情報機器及びロボットに搭載され CPU 及び入

出力デバイスの長時間使用を目指し、2010 年以降の LSI 微細化ロードマップに対応す

る超低消費電力デバイス技術の研究開発を実施する。 （Ⅱ．２－（３）を一部再掲） 

 

 

Ⅴ．産業基盤を構築する横断技術としての計測評価技術の研究開発 

 

計測技術は、観測、実験及び生産等全ての科学研究や産業活動の発展の基盤をなす 

ものであり、様々な分野における共通の基盤技術として広く利用されている。広範囲 

にわたる産業活動を横断的・共通的に支援し、産業技術の信頼性を向上させるため、 

計測評価技術の研究開発を実施するとともにデータベースの構築や試験評価方法の標 

準化を推進する。 
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１．計測評価技術の開発と知的基盤構築の推進 

広範な先端技術分野において新たな知見を獲得するためのツールとなる計測評価技

術を開発するとともに、それらの標準化に貢献する。また、新技術や新製品の国内外

市場の開拓を促進するため、製品の機能及び特性等を評価する技術を開発する。 

 

１－（１）先端的な計測・分析機器の開発 

新たな産業技術の発展を促進するため、光・量子ビーム源の開発及び高感度検出技

術の開発など先端的な計測・分析機器に関する研究開発を実施するとともに、それら

の標準化に貢献する。 

 

１－（２）計測評価のための基盤技術の開発 

材料・部材及び構造物における損傷及び劣化現象等の安全性及び信頼性の評価に関

わる計測技術の研究開発を実施するとともに、それらの標準化に貢献する。さらに、

バイオテクノロジー等の先端産業技術における信頼性の高い計測評価技術を開発する

ことにより、産業と社会の信頼性確立に向けた計測評価技術基盤の構築に資する。 

 

２．産業と社会の発展を支援するデータベースの構築と公開 

先端産業技術の開発と社会の安全・安心のための基盤となる重要な計測評価データ

を蓄積し、データベースとして産業界と社会の利用に広く提供する。 

 

２－（１）産業技術の基盤となるデータベースの構築 

産業技術の基盤となる物質のスペクトル特性及び熱物性等のデータベースを構築し、

産業界と社会の利用に広く提供する。 

 

２－（２）社会の安全・安心に関するデータベースの構築 

環境、エネルギー及び安全性等の社会の安全・安心の基盤となる計測評価データベ

ースを構築し、産業界と社会に広く提供する。 
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別表２ 地質の調査（地球の理解に基づいた知的基盤整備） 

 

 

地殻変動が活発な地域に位置する我が国において、安全かつ安心な産業活動や社会 

生活を実現し、また、必要な資源の確保を図るためには、国土及び周辺地域の地質に 

関する状況を適切に把握し、これに応じ必要な対応を行うことが求められている。こ 

のため、国の知的基盤整備計画などに沿って、国土及び周辺地域の地質情報の整備と 

供給及び地震・火山等の自然災害による被害の軽減に関する研究開発を実施する。ま 

た、アジアにおける国際協力の強化及び地質基盤情報整備における先導的役割の発揮 

に向けた取り組みを行う。 

 

１．国土及び周辺地域の地質情報の統合化と共有化の実現 

国の知的基盤整備計画に基づき、国土と周辺地域において地質の調査・研究を実施

し、地質情報の整備を行うとともに、大陸棚の限界に関する情報作成及び衛星情報の

高度化・高精度化に関する研究開発に取り組む。また、地質の調査に関する研究成果

を社会に普及するための体制を整備する。 

 

１－（１）地球科学基本図の作成及び関連地質情報の整備 

地質の調査に関する研究手法・技術の高度化を進め、日本の位置する島弧を含む地

球に対する理解を深め、新たな地球科学理論・モデルを確立する。また、こうした知

見も活用し、長期的な計画に基づき、国土の地質情報基盤である 20 万分の 1 の地質図

幅 23 区画、5 万分の 1 の地質図幅 25 区画、20 万分の 1 の海洋地質図 15 図、20 万分

の 1 の重力図 5 図及び空中磁気図 3 図の作成・改訂を行う。 

 

１－（２）地質情報の高度化と利便性の向上 

20 万分の 1 の地質図データベースを整備し、各種データベースとの統合化により、

地質情報の精度を向上させるとともに、利便性の向上を図り、地質情報の標準化を実

施する。また、5 個の地球化学標準試料を作製するほか、地質標本の標準試料の整備

及び地球化学データベースの整備・公開を実施する。 

 

１－（３）大陸棚調査の実施 

「海洋法に関する国際連合条約」に基づき、平成 21 年 5月までに国連の「大陸棚の

限界に関する委員会」に提出する必要がある大陸棚の地形・地質に関するデータ等大

陸棚の限界に関する情報の作成に貢献するため、必要とされる調査・分析・解析を行

う。 

 

１－（４）衛星画像情報の高度利用に関する技術開発と情報の整備 

自然災害、資源探査、地球温暖化、水循環等に関する地球観測の一環として、地質

の調査に関する衛星情報の高度化・高精度化に関する研究開発を行うとともに、より

効率的な石油資源の探査等に必要な衛星情報の整備を図る。 
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１－（５）地質情報の提供 

地質の調査に関わる研究成果を社会に普及するため、地質図類、報告書等を出版す

るとともに、電子媒体や Web による地質情報の普及体制を整備する。また、地質標本

館の有効活用を図るとともに、地質相談業務に積極的に取り組む。 

 

２．環境に配慮した資源利用のための地質の調査・研究 

環境問題や将来的な資源問題の解決のため、地球における長期的かつ大規模な物質

循環を視野に入れた地質の調査・研究を実施するとともに、データベースなどの基本

地質情報を整備する。 

 

２－（１）地球環境を支配する水と炭素の循環システムの解明 

陸域での水循環及び海洋における物質循環に関する地質の調査を行い、水文環境図

の作成、データベースの整備及び循環モデルの提案等を行うことにより、環境負荷影

響及び環境対策技術適用に関する基本情報を提供する。 

 

２－（２）地圏における物質の循環・集積メカニズムの解明と評価 

地圏における土壌汚染の原因や資源生成の要因となる物質の循環と集積メカニズム

の解明のため、土壌汚染情報に基づく土壌環境リスクマップの作成及び資源情報デー

タベースの整備と公開を行う。また、環境・資源評価のための調査手法を開発し、産

業界への普及を図るとともに、政策への反映を目指し提言を行う。 

 

３．地質現象の解明と将来予測に資する地質の調査・研究 

地震、火山等の自然災害による被害の軽減及び高レベル放射性廃棄物の地層処分の

安全性の確保を目的として、活断層、地震発生や火山噴火のメカニズム及び地下水変

動などに関する調査・研究を実施する。 

 

３－（１）地震及び活断層の調査・研究の実施 

調査の必要性が高い 15 以上の活断層及び近い将来発生が懸念される海溝型地震に

関する調査・研究を行うとともに、地震前兆現象を把握するための地下水等の変動観

測などを実施する。 

 

３－（２）火山の調査・研究の実施 

火山噴火予知及び火山防災のための調査・研究を行い、火山に関する地質図 5 図を

作成するとともに、火山関連情報をデータベース化して提供する。 

 

３－（３）深部地質環境の調査・研究の実施 

高レベル放射性廃棄物地層処分事業の安全規制に係る国の施策に資するため、地質

現象の長期変動及び地質環境の隔離性能に関する地質学的、水文地質学的知見を取り
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まとめ、技術情報として規制当局に提供するとともに、長期的視点から地層処分研究

の基盤を確保する。 

 

３－（４）都市及び沿岸域の地質環境の調査・研究の実施 

人口密集地における自然災害による被害の軽減を目的に、都市平野部から沿岸域の

総合的な地質環境の調査・研究を行い、その結果を国及び地方公共団体等に提供する。 

 

４．緊急地質調査・研究の実施 

地震、火山噴火をはじめとする自然災害に対応して、緊急の調査・研究を実施する。 

 

４－（１）緊急地質調査・研究の実施 

地震、火山噴火をはじめとする自然災害発生に際して、社会的な要請等に機動的に

対応して緊急の調査・研究を実施するとともに、必要な関連情報の発信を行う。 

 

５．国際協力の実施 

地質に関する各種の国際組織、国際研究計画に参画するとともに、産総研が有する

知見を活かし、国際的な研究協力を積極的に実施する。 

 

５－（１）国際協力の実施 

アジア太平洋地域を中心に、地質情報の整備、地震・津波・火山等の自然災害によ

る被害の軽減、地下水等の地質環境及び資源探査などに関する国際研究協力を実施す

る。 
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別表３ 計量の標準（知的基盤の整備への対応） 

 

 

産業、通商、社会で必要とされる試験、検査や分析の結果に国際同等性を証明する 

技術的根拠を与え、先端技術開発や産業化の基盤となる計量の標準を整備するととも 

に、計量法で規定されている法定計量業務を適確に実施することにより、我が国経済 

活動の国際市場での円滑な発展、国内産業の競争力の維持・強化と新規産業の創出の 

支援及び国民の安全かつ安心の確保に貢献する。 

 

１．国家計量標準システムの開発・整備 

計量標準の中核機関として他省庁及び民間企業との協力の下、我が国の総力を結集

し、2010 年度までに計量標準の供給サービスの水準を米国並みに高めるために必要な

国家計量標準（標準物質を含む。以下同じ。）を早急に整備し、供給を開始する。その

うち国際通商に必要な基本的な計量標準については、国際基準に適合した計量標準の

供給体制を構築して、我が国の円滑な通商を確保する。国内の先端産業技術の国際市

場獲得に必要な客観的な技術評価及び国民の安全・安心の確保のための戦略的な計量

標準については、産業界や社会の要請に即応して整備し、多様な供給の要請に対して

柔軟に対応する。また、経済産業省に対して国家計量標準システムの企画・立案に関

する技術的支援を行う。 

 

１－（１）国家計量標準の開発・維持・供給  

我が国経済及び産業の発展等の観点から、新たに 140 種類の計量標準を整備して供

給を開始する。また、供給を開始した計量標準のうち 150 種類の標準について供給範

囲の拡大等を図り、より高度な社会ニーズに対応するとともに、計量標準の適確な維

持・供給を実施する。さらに、136 種類の計量標準について国際基準に適合した品質

システムを整備して計量標準の供給体制をゆるぎないものとし、メートル条約のもと

国家計量標準と国家計量標準機関が発行する校正証明書に関する相互承認協定（グロ

ーバル MRA）の枠組みを通して、計量標準の供給体制の国際整合化を進める。 

 

１－（２）計量標準政策の提言 

我が国の計量標準の開発の方向性と供給制度の高度化・合理化の方策を経済産業省

及び関係機関へ提言する。 

 

１－（３）計量標準の供給・管理体制の強化  

適確な標準供給を確保できる体制を構築して、計量標準供給の信頼性・安定性をゆ

るぎないものとする。 

 

１－（４）計量法に基づく認定技術審査への協力 

高精度の校正サービスを行う校正事業者に対して、国の政策により行う計量法校正

事業者認定制度の円滑な運用を技術的な面から支援する。また、極微量物質の分析を
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行う事業者に対して、国の政策により行う計量法特定計量証明事業者認定制度の円滑

な運用を技術的な面から支援する。 

 

２．特定計量器の基準適合性の評価 

計量法で定められた特定計量器の検定に関する業務を、新たな技術課題を解決しつ

つ適確に行うとともに、法定計量体系の高度化・合理化・国際化等の政策課題に関し

て経済産業省の法定計量政策を支援する。 

 

２－（１）法定計量業務の実施 

計量法に基づき産総研に委任された法定計量業務を適正に実施する。 

 

２－（２）適合性評価技術の開発 

計量器の最新技術動向を法定計量に取り入れるため、適合性評価技術の研究開発を

実施する。 

 

２－（３）法定計量政策の提言 

我が国の法定計量体制の中の諸機関との連携を促進し、政府の法定計量政策の企

画・立案を支援する。 

 

２－（４）法定計量体系の設計 

我が国の法定計量体系の高度化のために政府に協力して調査を行い、効率的な法定

計量体系の設計を支援する。 

 

３．次世代計量標準の開発 

次世代の計量標準を世界に先駆けて開発し、国際計量システムの構築において我が

国の優位性を発揮する。また計量標準に関する先導的な技術開発を主体的、戦略的に

行って、産業界や大学のニーズに機動的に対応する。 

 

３－（１）革新的計量標準の開発 

革新的な計量標準技術を世界に先駆けて開発し、我が国の優れた標準技術を国際標

準に反映させて優位性を確保するとともに、それらを先端技術開発に反映させる。 

 

３－（２）産業界ニーズに対応した先導的開発  

IT 技術等を積極的に活用することにより計量標準の供給技術を高度化し、産業界や

大学への標準供給の効率を飛躍的に向上させ、また供給の精度を向上させる。 

 

４．国際計量システムの構築 

計量標準、法定計量に関連する国際活動に主導的に参画し、我が国の技術を反映し

た計量システムを諸外国に積極的に普及させるとともに、メートル条約と法定計量機
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関を設立する条約のもとメンバー国と協調して国際計量システムの発展に努める。 

 

４－（１）計量標準におけるグローバルな競争と協調 

グローバル化する経済のもと、国際的計量組織の一員としての我が国のプレゼンス

を強化することにより、産業の競争力強化と国民生活の安全・安心の確保という我が

国の利益を増進させる。 

 

４－（２）アジアを中心とした国際協力の展開  

アジアを中心とした開発途上国へ技術援助を行い、それにより開発途上国の国際相

互承認への参画を促しつつ、我が国の計量標準技術を反映した国際計量標準システム

を構築する。 

 

５．計量の教習と人材の育成 

広範で質の高い計量業務に対応できるよう、我が国及び開発途上国の計量技術人材

を育成する。 

具体的には、 

・都道府県、特定市の地方計量行政を担当する公務員のために、計量技術のレベル向

上を目的とした教習を行い、計量技術レベルの向上を図る。 

・法定計量の技術を教習し、技術レベルの高い一般計量士・環境計量士を育成して国

家資格の付与に資する。 

・ダイオキシン類の特定計量証明事業者管理者講習及び分析技術者研修を行い、超微

量汚染物質の計量証明に関する技術レベルの向上に資する。 

・JCSS 校正事業者、環境計量証明事業者の認定技術審査員研修、校正技術者研修を行

い、当該制度の技術レベルの向上に寄与する。 

・アジア諸国等を対象とした国際協力研修等を外部機関との協力のもとに実施し、高

い技術を持った人材を育成する。 

・専門的な計量標準技術を民間技術者へ提供し、技術移転を効果的に行う。 


